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（１）雇用対策法（昭和41年法律第132号）における職業訓練の位置付け

○国の雇用施策における職業訓練の位置付け

職業訓練に関する施策の充実は、国が、雇用に関して総合的に講ずる施策に位置付けられている。

〔国の施策（第４条）に掲げられている事項〕

１ 職業指導及び職業紹介の充実

２ 職業訓練及び職業能力検定の充実

３ 就職困難者の職業転換等の援助

４ 事業活動の縮小等に伴い離職を余儀なくされた者の再就職促進

５ 女性の就業の促進

６ 若者の雇用の促進

７ 高年齢者の継続雇用制度等の導入、能力等に応じた就業

８ 障害者の職業生活における自立促進

９ 不安定雇用（季節労働者、派遣労働者等）に係る雇用形態の改善等

１０ 外国人の雇用管理の改善・再就職促進

１１ 雇用機会が不足している地域等における労働者の雇用促進

１２ 上記外の雇用管理の改善その他労働者の能力の発揮に必要な施策

二 各人がその有する能力に適し、かつ、技術の

進歩、産業構造の変動等に即応した技能及びこ
れに関する知識を習得し、これらにふさわしい評
価を受けることを促進するため、職業訓練及び職
業能力検定に関する施策を充実すること。

○職業訓練の充実

職業訓練に関する施策の充実については、第16条において、下記のとおり、規定されている。

（職業訓練の充実）

第16条 国は、職業訓練施設の整備、職業訓練の内容の充実及び方法の研究開発、職業訓練指導員の養成確保及び

資質の向上等職業訓練を充実するために必要な施策を積極的に講ずるものとする。

２ 国は、労働者の職業能力の開発及び向上が効果的に図られるようにするため、公共職業能力開発施設が行う職業訓

練と事業主又はその団体が行う職業訓練とが相互に密接な関連の下で行われるように努めなければならない。

１．雇用のセーフティネットとしての訓練の現状
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雇用情勢が厳しい７道県（北海道、青森、
秋田、高知、長崎、鹿児島、沖縄）において
も、高い就職率を維持し、地域の雇用対策
に貢献した。

※ 就職率については平成２０年４月末における訓練終了後
３ヶ月時点の実績

施設内訓練においては、主に民間では実施していない、ものづくり分野の訓練コースに特化して実施す
るとともに、当該地域において民間で対応可能な訓練については、民間教育訓練機関への委託訓練を積
極的に推進し、雇用のセーフティネットとしての機能を発揮。（概ね３月～６月）

業
務
内
容

○ 合計113,330人の離職者に対して職業訓練を実施。（平成１９年度）
○ 就職率は、施設内８割、委託７割。
○ 就職者の約８割が中小企業へ就職

※ 訓練の実績は平成２０年４月末における訓練終了後３ヶ月時点の実績、中小企業就職者の割合はサンプル調査

＜施設内訓練＞
訓練実績：28,949人
就職率：82.0％（目標80％以上）

うち常用労働者76．0％

＜委託訓練＞
訓練実績：84,381人
就職率：71.4％（目標65％以上）

うち常用労働者53.5％
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（２）離職者に対する職業訓練の実績
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（３）雇用のセーフティネットとしての失業者に対する訓練の意義

○ 失業者については、失業期間が長期化するほど、就職意欲の減退や職業能力の衰退が

進行し、本人の就職可能性の低下が生じ、こうした状態を放置すれば、人材の質の劣化、

社会経済の生産性の低下につながっていく。

○ したがって、こうした状態に陥ることを防ぐため、失業した場合に、希望・能力に応じた
訓練を受講する機会を提供し、目標を持って能力を向上させることにより、できるだけ短い
失業期間で再就職を可能にすることが、雇用対策として不可欠であり、このことは本人の
ためには勿論、社会全体の負担の減少、生産性の向上につながる。

○ 国の積極的雇用政策は、こうした考え方に立つものであり、このような失業した場合に職業

訓練を受けられる仕組みを全国にわたって保障することが雇用のセーフティネットとして重要

である。
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○ 地域的な離職者の大量発生のケースにおいて全国組織の強みを生かし、必要な地域に
訓練資源を投入することなどにより、柔軟な対応が可能

＊ 阪神・淡路大震災に係る被災離職者等に対する特別訓練コースを機構が設定

必要な訓練指導員についても、全国から派遣（24名）

＊ 全国の施設間において指導員及び機械設備の配置換え等により、地域の訓練ニーズの変化等に対応し、
柔軟に訓練科を改廃、効率的効果的な訓練の実施が可能

（例） 訓練ニーズにかんがみ訓練科を廃止したＡポリテクセンターからＢポリテクセンターへ光関係機器融着接続機を移設。

○ 地域的な離職者の大量発生のケースにおいて全国組織の強みを生かし、必要な地域に
訓練資源を投入することなどにより、柔軟な対応が可能

＊ 阪神・淡路大震災に係る被災離職者等に対する特別訓練コースを機構が設定

必要な訓練指導員についても、全国から派遣（24名）

＊ 全国の施設間において指導員及び機械設備の配置換え等により、地域の訓練ニーズの変化等に対応し、
柔軟に訓練科を改廃、効率的効果的な訓練の実施が可能

（例） 訓練ニーズにかんがみ訓練科を廃止したＡポリテクセンターからＢポリテクセンターへ光関係機器融着接続機を移設。

（４）失業者に対する訓練により機構が果たしている具体的役割

○ 急激な雇用情勢の悪化のケースにおいて、組織力を動員し、民間の教育訓練を受け皿として
掘り起こすこと等により、全国にわたり機動的訓練を実施

＊ 平成１３年度には、緊急雇用対策として離職者訓練を緊急設定
機構 約３０万人 都道府県 約２万人

○ 急激な雇用情勢の悪化のケースにおいて、組織力を動員し、民間の教育訓練を受け皿として
掘り起こすこと等により、全国にわたり機動的訓練を実施

＊ 平成１３年度には、緊急雇用対策として離職者訓練を緊急設定
機構 約３０万人 都道府県 約２万人

○ 県や民間の教育訓練機関が乏しい地域において、一定の選択肢を持った訓練機会を確保

＊ 都道府県離職者訓練（施設内訓練）の実施状況（平成１８年度実績：年間）
Ａ県 ４，１７７人 Ｂ県 ４人 Ｃ県 ６人 Ｄ県 １６人

（機構 710人) （機構 1,189人 510人 1,292人 ）

○ 県や民間の教育訓練機関が乏しい地域において、一定の選択肢を持った訓練機会を確保

＊ 都道府県離職者訓練（施設内訓練）の実施状況（平成１８年度実績：年間）
Ａ県 ４，１７７人 Ｂ県 ４人 Ｃ県 ６人 Ｄ県 １６人

（機構 710人) （機構 1,189人 510人 1,292人 ）
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（５）雇用失業情勢の変化に応じた機動的な公共職業訓練政策の実施

近年の緊急雇用対策のほとんどを雇用・能力開発機構が主体となって実施。

雇用対策名 雇用対策の内容 対象規模

１ 緊急雇用開発プログラム
（平成10年４月）

・ 離職者等の職業能力開発の推進（公共職業訓練の
機動的・弾力的実施

13,040人（うち機構分8，360人）

２ 雇用活性化総合プラン
（平成10年11月）

・ 中高年求職者就職支援プロジェクトにおける職業能力開発支
援事業の実施

85,000人（機構のみ）

50,000人（うち機構分47，500人）

1,000人（機構のみ）

2,000人（機構のみ）

30,000人（うち機構分20,000人）

238,600人（うち機構分216,300人）

23,000人（うち機構分11,500人）

260,000人（機構＋都道府県。

５からの翌年度繰越し分を含む。）

56,000人（機構のみ）

10,000人（機構のみ）

３ 緊急雇用対策
（平成11年６月）

・ 中高年求職者就職支援プロジェクト等の拡充強化

・ 学卒未就職者の能力開発支援の実施

５ 日本新生のための新発展
政策における雇用対策
（平成12年10月）

・ IT化に対応した総合的な職業能力開発施策の推進

・ 職業能力のミスマッチ解消のための高度人材養成事業の実

施

７ 総合雇用対策における雇用
対策（平成13年９月）

・ 中高年ホワイトカラー離職者等に対する効果的かつ
多様な職業能力開発の強化

・ ITに係る多様な職業能力開発の推進

４ 経済新生対策における雇用
対策（平成11年11月）

・ 新規成長分野における職業訓練の推進

・ 中小企業の発展を担う人材の育成の推進（専修学校等を活
用した能力開発

６ 緊急経済対策における雇用
対策（平成13年４月）

・ 中高年ホワイトカラー離職者向け訓練コースの充実、
IT関連の能力開発の推進）
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（６）公共職業訓練実施状況（離職者訓練）

雇用・能力開発機構雇用・能力開発機構 都都 道道 府府 県県

※委託訓練の就職率は、平成14年度から調査を行っている。 受講者数（うち委託） 就職率（うち委託）

受講者数（うち施設内） 就職率（うち施設内）

24,147 24,536 21,841 16,880 14,959 14,519
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◆日本版デュアルシステム実施状況 〔平成１９年度〕

受講者数 就職率

専門課程活用型 ７１人 ９３．７％

短期課程活用型 １，５６０人 ８９．７％

委託訓練活用型 ２４，９１２人 ７７．１％

普通課程活用型 （１６７人） ９２．７％

平成１６年度からフリーター等に対する訓練として「日本版デュアルシステム」を実施。
さらに平成１９年度から年長フリーター対策として「再チャレンジコース」等の様々な訓練を実施。

日本版デュアルシステム

＋

座学又は機構の施設内訓練と実習の
組み合わせ訓練

座学
（機構施設又は
教育訓練機関）

実習
（企業）

再チャレンジコース（新規）

座学
（教育訓練機関）

企業実習先行型訓練システム（新規）

＋
※フォローアップとし

て必要な場合

座学
（教育訓練機関）

◆再チャレンジコース 実施状況 〔平成１９年度〕

◆企業実習先行型訓練システム実施状況

〔平成１９年度〕

年長フリーター等に対し、業界で有用とさ
れる資格等必要な職業能力を習得する
座学を実施

年長フリーターの特性を踏まえ、企業実
習を先行実施、あらかじめ能力を見極め
た上で、座学・訓練を実施

概ね２５歳以上
３５歳未満
の求職者

年長フリーター
等

ハローワーク

フリーター等

実習
（企業）

受講者数 ３，５２０人
就職率 ６７．７％

受講者数 ５４３人
就職率 ８２．２％

概ね３５歳未満
の求職者

※普通課程活用型は平成１９年度における入所実績はなく、平成１８年度
における次年度繰越者数の実績であること。

（７）フリーター対策


